


ももしももものの時時のの国かからのの給給付　～～会会社社員員（男男性性性）のの遺遺族族年年金を知ろう！～もしもの時の国からの給付　～会社員（男性）の遺族年金を知ろう！～
公的保険について知ろう!!

「遺族年金」とは？　国民年金や厚生年金保険等の被保険者が亡くなったときに、その人によ
って生計を維持されていた遺族が受けることができる年金のことをいいます。

■子どもが18歳になるまで

　遺族基礎年金が支給される！

　例えば、夫30歳、妻30歳、お子さ

ん０歳のご家族を例に、万一ご主人

が亡くなった時の遺族年金を計算し

てみましょう。右上は、会社員であ

るご主人のねんきん定期便です。

　会社員（厚生年金加入者）が亡く

なると、国から２種類の遺族年金が

支給されます。国民年金からは18

歳までの子どもに対し年間約100

万円の遺族基礎年金が支給されま

す。この例ではお子さんが０歳で

すから、18年間で合計1,800万円

の遺族基礎年金となります。

と計算するため、約37万円とな

ります。この遺族厚生年金は妻が

終身で受け取りますので、妻が

90歳まで生きたとすると約2,220

万円の給付となります。

■加入期間が短くても妻は遺族

　厚生年金を終身受け取れる！

　厚生年金からは遺族厚生年金が

支給されます。これは亡くなった

方の老齢厚生年金（Ａ）の４分の３

ですが、厚生年金加入期間（Ｂ）が

300か月未満の場合は短期要件が

適用されます。

　例の場合、Ｂが現時点で60か月

であるため、Ａ÷Ｂ×300×3/4

■遺族基礎年金終了後は65歳までは

　中高齢寡婦加算の特別手当が！

　また、遺族厚生年金には、中高

齢寡婦加算という特別手当があり

ます。これは遺族基礎年金終了後

の妻が自身の老齢年金を受け取る

まで（65歳）の年金で年間約60

万円支給されます。

　この例では、妻は48歳から65

歳までの17年間受け取りますの

で、合計1,020万円となります。

つまり、夫が亡くなって子どもが

高校を卒業するまでは年間約137

万円の遺族年金が支給され、その

後は妻自身が65歳になるまでの

間約97万円の遺族年金が支給さ

れるということです。

　このように遺族年金はねんきん

定期便を用いることで、簡単に試

算ができます。国の保障額では不

足する生活費を民間の生命保険で

補うのだと考えていただけると、

万一の備え方がすっきり理解でき

るのではないでしょうか。

　長生きの時代とは言え、万
一が起こることもあります。
国の年金制度は、歳をとった
時の生活保障というイメージ
が強いですが、実は「万一」
に給付される遺族年金もあり
ます。今回は、会社員（男
性）が亡くなった場合の遺族
年金の具体的な計算の仕方を、
ねんきん定期便を用いてご紹
介します。

日本年金機構から送付される令和元年度『ねんきん定期便』（50歳未満）裏面
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遺族厚生年金　98,600÷60×300×3/4≒370,000円×60年＝2,220万円
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　パソコンやスマートフォンで、誰もが情報発信できる現代社会。誰かがあなたの
会社にとってよくない情報をＳＮＳなどに投稿すれば、それらはあっという間に
人々が目にすることになります。それらの情報が事実であれデマであれ、いわゆる
「炎上」状態になってしまえば事業活動に大きな支障をきたすことになります。今
回は、そうした「風評リスク」への対応について考えてみましょう。

風評リスクってなに？　どう対応しますか？
ＮＰＯ法人リスク・エイド　副代表理事　　伊集院　剛史

●風評が立つ原因を考えてみよう

●リスク対応はどうすれば？

　風評とはいわゆる「うわさ」のことです。
例えば、問題を起こした他の企業と社名が同
じだったために誤解されたり、他の事業者が
起こした事故・事件であっても、その業界が
ひとくくりで見られてしまったりするなど、
自社の活動と関係のないところで企業イメー
ジが悪くなってしまうことがあります。
　一方、自社の商品やサービス、接客対応な
どに不満を感じたお客様がSNSにその内容を
投稿したり、従業員（退職者も含む）が会社
への不満や不都合な情報を口コミサイトなど
に書き込んだりすることで、悪いうわさが一
気に広がることもあります。
　どちらの場合も、放置すれば企業イメージ
は悪化の一途をたどるため、迅速な対応が求
められます。

実は認めてしかるべき対応を行い、事実に反
することであれば毅然とした態度を示す必要
があります。
　図表に示すように、風評リスクへの対応は
「未然防止」と「緊急対応」があります。悪
いうわさは早期に発見し、その内容ごとに迅
速な対応をとることでダメージを小さくする
ことが可能です。

「SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）」とは？　Web上で社会的ネットワーク
を構築可能にするサービス。代表的なものにFacebook、mixi、LINEなどがあります。

　「人の噂も七十五日」とい
うことわざがありますが、投
稿は削除されたとしてもコピ
ーペーストされればネット上
に残り続けるため、「いつか
は忘れられるから放っておい
ても大丈夫」というわけには
いきません。
　企業として、認めるべき事

●大切なのは関係者の「不満」を知り、
　対処すること
　根本的には、お客様や取引先、従業員など、
あなたの会社の関係者とのコミュニケーショ
ンをしっかりとって率直な意見に耳を傾け、
改善すべき点は真摯に取り組む姿勢を維持す
ることが、これらのリスクに対する最も有効
な手立てといえるでしょう。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座 損害保険代理店活用シリーズ

（図表）風評リスクへの対応

対応策

未然防止未然防止

•Googleなどの検索エンジンで自社名・提供商品やサービスの名称
などを定期的に検索、否定的な投稿の有無をチェックする。

•顧客へのアンケートならびに従業員へのヒアリングを定期的に実施、
否定的投稿の芽となる不満等を事前に拾い上げるようにする。

•否定的な投稿が拡大していることを認識したら、自社ホームページ
などでそれらの内容に対するコメントを発信する。
•事実と異なる投稿については、サイト管理者に対し削除依頼を行う。
•サイト管理者が対応しない場合、名誉棄損等の法的手段を検討・実
施する。
•投稿サイトに反論を書き込んだり、投稿者へ直接削除依頼をしたり
すると「火に油を注ぐ」可能性があるので決して行わない。

具体的な取組みと注意点

緊急対応緊急対応



損害保険トータルプランナーやファイナンシャルプランナーがご相談に対応致します




